
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
提
出

質

問

第

一

七

三

号

外
務
省
在
外
職
員
の
健
康
管
理
休
暇
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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標
記
案
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
三
月
七
日
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
か
ら
同
年
同
月
十
七
日
に
答
弁
書
を
受

領
し
た
（
以
下
、
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
。
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
追
加
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
政
府
は
、
「
在
ソ
ロ
モ
ン
日
本
国
大
使
館
、
在
フ
ィ
ジ
ー
日
本
国
大
使
館
及
び
在
ミ
ク
ロ

ネ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
に
勤
務
す
る
在
外
職
員
は
、
そ
の
勤
務
地
が
、
熱
帯
性
の
気
候
や
医
療
事
情
等
に
か
ん
が
み
て
、
自

然
環
境
、
衛
生
環
境
、
社
会
環
境
等
が
厳
し
い
勤
務
地
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
健
康
管
理
休
暇
を
取
得
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
外
務
省
が
こ
れ
ら
三
つ
の
大
使
館
を
「
自
然
環
境
、
衛
生
環
境
、
社
会
環
境

等
が
厳
し
い
勤
務
地
で
あ
る
」
と
認
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
デ
ー
タ
が
用
い
ら
れ
た
か
。
こ
の
デ
ー
タ
の
客
観

性
、
信
憑
性
は
ど
の
よ
う
に
担
保
さ
れ
て
い
る
か
。

二

ソ
ロ
モ
ン
、
フ
ィ
ジ
ー
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
は
い
ず
れ
も
邦
人
を
含
む
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
リ
ゾ
ー
ト
地
で
あ
る
と
こ

ろ
、
か
か
る
諸
国
に
所
在
す
る
大
使
館
の
館
員
に
健
康
管
理
休
暇
を
外
務
省
が
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
社
会
通
念
上
妥
当
で

あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。


